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所在地 東京ドームから歩いて１５分

代表 代表取締役社長 茂岡 賢明（7代目）

設立 １９４０年１０月

資本金 ９０００万円

事業内容

運輸・物流システム（パッケージソフト、受託開発システム、ＡＳＰサービス）の開発、
販売及び保守上記システムに関連するコンピュータ、周辺機器、
ソフトウェアの販売

会社紹介
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本日のアジェンダ
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ＤＸしないといけない理由

運送契約締結時の書面交付義務化ってなに？

実運送体制管理簿とは？

適正原価以下の運賃受領禁止になるって本当？

ＤＸしませんか？
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ＤＸしないといけない理由
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改正トラック新法で起きているアレコレ

●白ナンバー排除

●運送契約締結時の書面交付義務化

●多重下請け是正：

2次請けまで努力義務 実運送体制管理簿義務化

●事業者責任範囲の拡大：

 即日施行 利用運送事業者も元受け同等の責任を負う

●労働者処遇確保：最大3年以内施行予定

●適正原価以下の運賃受領禁止：最大3年以内施行予定

●事業許可の更新制：2027年4月1日施行予定
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運送契約締結時の書面交付義務化ってなに？



運送契約締結時の書面交付義務化とは？

運送契約締結時の書面交付
義務化とは

「ほぼ、注文書、注文請書」

「真荷主・運送会社」が対象

「1運行毎」に必要
※継続する運送については基本契約を

締結することで省略可能
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集荷・配送
附帯作業

運 賃 未 定

運転日報作成

運賃決定

請求書作
成

受領・支
払

電話・FAX等
で運送依頼

内容確認して
受注

運送会社

依頼元
（荷主・元請）

なぜ、運送契約の書面化が必要なのか？
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課題

➢コンプライアンス違反／未定運賃

➢運賃未定なので、追加附帯作業が発生しても
請求すらできないケースもある

課題

こうなるから

運賃未定での配送

受注時運賃未定で、運送後に運賃交渉が行われる
１１

コンプライアンス

口頭で運送業務を受けて、運送終了後金額が確定している
２２
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集荷・配送
附帯作業

仮 運 賃

運転日報作成 請求書作
成

運賃決定

受領・支
払

運送会社

依頼元
（荷主・元請）

今は、こうしないといけない

書面やEmailで
運送申込

Emai
l

運送申込書

内容確認して
引受

Emai
l

運送引受書
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運送契約の書面ってどんなもの？

方式 説明

運送契約書
内容を1つの文書にまとめて署名・押印する方
式です。個別契約書に該当します。

運送申込書／運送引受書
荷主が依頼内容を「申込書」として提示し、運
送事業者が「引受書」で承諾する方式。イメー
ジは「注文書」と「注文請書」に近いものです。

送付状やメールなど
必要な事項が記載された書面であれば、特に書
面の形態・様式等は問いませんので、送り状等
を交付書面として活用いただくことも可能です。

法的要件を満たせば方式はどれでもOK
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運送契約の書面ってこんなもの

メール運送申込・引受
書

必 須 項 目

運送サービスの内容・対価

荷役作業や附帯業務の内容・対価

その他特別に生ずる費用の料金

契約当事者の氏名（名称）・住所

運賃・料金の支払方法

書面の交付年月日（契約締結日）

※1年間の保管義務あり
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真荷主に双方向、運送会社へは一方向が必須



書面交付の義務化 まとめ

カテゴリ ポイント

目的 契約条件の透明化・適正運賃の確保・トラブル防止

対象 すべてのトラック運送事業者と真荷主が対象

発行タイミング 1運行ごとに書面交付が必須

荷主 荷主←→元請けで双方向に書面交付（法第12条）

委託先 元請→委託先へ書面交付（法第24条）

記載必須 法定6項目：内容・対価／附帯業務／特別費用／当事者情報／支払方法／交付日

例外 基本契約書で法定6項目を網羅していれば毎回の書面省略可

形式 紙・FAX・メール等の電子交付も可

保存 1年間保存

運賃の扱い 「未定運賃」→「仮運賃」へ移行

社内運用 「誰が・いつ・何で交付」をルール化

コンプラ 違反は行政処分の可能性（改善命令等）
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実運送体制管理簿とは？



実運送体制管理簿とは？

実運送体制管理簿とは、荷主から運送の委託を受けた元請け事業者
が委託した実運送事業者（傭車先）の名称等を記載した管理簿のこ
とです。
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請負階層が多すぎて実運送会社がもうからない

実運送体制管理簿なんで必要なのか？

元請
け運送会社A

荷主 一次請け

利用運送事業者 運送会社B

二次請け
運送会社C

三次請け

実運送会社
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荷主交渉に応じないケースが後を絶たない
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74.2％

25.9％



実運送体制管理簿の基本的なルール

実運送会社の通知

実運送事業者の名称、請負次数、貨物の内容、運送する区間、
その他国土交通省令で定める事項を申告等

荷主

運送会社C

実運送
会社

二次請け
実運送体制
管理簿
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元請
け運送会社A

荷主、元請
け、委託先
企業の請負
次数、その
他国土交通
省令で定め
る事項申告

運送会社B

一次請け

荷主、元請
け、委託先
企業の請負
次数、その
他国土交通
省令で定め
る事項申告



実運送体制管理簿のフォーマット
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実運送体制管理簿のやらないとどうなる？

貨物自動車運送事業法 違反内容 初違反 再違反

法第２４条の５第１項

作成なし 5件以下 警告 10日車

作成なし 6件以上15件以下 10日車 20日車

作成なし 16件以上 20日車 40日車

記載事項等の不備 警告 10日車

実運送体制管理簿の備え置き（一部備え置きなし） 警告 10日車

実運送体制管理簿の備え置き（全て備え置きなし） 20日車 40日車

法第２４条の５第３項～第５項 実運送体制管理簿に係る通知義務違反 警告 10日車

罰則はなし。
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でも、行政処分はありますのでご注意を



実運送体制管理簿のまとめ

項目 詳細

作成主体 元請け事業者

発生条件 傭車先（委託先事業者）に仕事を依頼した時

発生条件2 貨物の重量が1.5トン以上の場合

作成タイミング 1運送ごと

保管期間 1年間

開示 荷主からの請求時に業務取扱時間内であれば、閲覧・謄写可能であること

n次請け事業者 次の委託先に「荷主・元請け情報と自身の請負次数を申告」

実運送会社 元請けに「会社名、請負次数、荷物の内容、運送区間を報告」

罰則 なし

行政処分 あり
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適正原価以下の運賃受領禁止になるって本当？



ほんとうです

一般貨物自動車運送事業者および貨物利用運送事業者は、運送契約や委
託契約において、国土交通大臣が定める「適正原価」を継続して下回る
運賃・料金を受領してはならないことが義務付けられます

24

• 「標準的運賃」制度の廃止

従来の「標準的運賃」制度は廃止されます

• 「適正原価」の告示制度の導入

国土交通大臣が、ドライバーの労働時間短縮や

処遇改善を前提とした「適正原価」を告示します

• 「適正原価」を下回る運賃・料金の受領禁止

公布日から3年以内に施行予定
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運 賃実 費

有料道路代
フェリー代 荷積、荷卸、燃料費（10円/L増

分）

車建てだし、イロイロ 込みこみ

請求金額
・・・
・

･･･こんなことしてないですよね？
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運 賃実 費

運賃を分解

しっかり、原価計算しましょう！
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運 賃

個建契約
運賃

共同配送（混
載）を想定した
場合に個建での
計算

運賃の幅

基準運賃の
下限上限

割増・割引

休日割増

冬期割増

往復割引
長期契約割引

速達割増

※本資料は車建てを基本としています

運賃を細分化
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運賃
ではないもの

荷待時間

荷主都合の
待機時間

荷役作業

荷積
荷卸
附帯作業

燃料サーチャージ

1ℓ基準単価を
超過した場合

有料道路代
フェリー代
駐車場代

実 費

運賃をじゃないものも細分化
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経 費

固 定変 動

燃料費
オイル費
車検・修理費
タイヤ費
アドブルー費

リース代
車両備品費
保険料
租税公課
運転者人件費
間接費

支 払

傭 車

経費や下払い金額も分ける
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運賃

経費 支払

原価

荷役荷待
燃料

サーチャージ
実費

本当はこうしないといけない

請求金額

利益
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適正原価
労働者の適切な処遇確保

準備なしでは

ムリ
ですよね

準備なしでは

ムリ
ですよね
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ＤＸしませんか？



運送申込・書面化アプリ
33

全日本トラック協会で公開している運送申込書面化アプリがありま
す。
トラック協会会員であれば無償でご利用になるとができます。

１１

２２

３３



こんな感じのWebアプリ
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運賃・原価管理ならトラックメイトにおまかせ
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１つの画面で請求書作成、経費入力、支払入力が可能

請求管理

経費管理

支払管理(傭車）
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問合せ画面で実績を確認

請求明細

個人運収

支払(傭車）



リース代や保険料はまとめて車両経費入力
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固定で発生する
保険料やリース代、
減価償却費

運行費以外に発生す
る車検、三ケ月点検
などの経費は月次に
まとめて入力



収支実績表管理（得意先／車種別／車両別）

39

かんたん
分析機能



月次ベースで燃料サーチャージ分の運賃を試算
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【表：距離制運賃】 【表：時間制運賃(1日当たり8時間)】

チャージ額 チャージ額＋運賃合計
チャージ額 チャージ額＋運賃合計

かんたん！



実運送体制管理簿に対応
41

作成はかんたん。履歴も残せるので安心

New



実運送体制管理簿サンプル
42

New



配車データ×運転日報で更に業務を効率化
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配車Proデータ
・発着地
・品名
・請求金額 等

デジタコ実績データ
・走行距離
・高速代（ＥＴＣ）
・稼働時間 等

デジタコ日報データ



トラックメイト×楽楽明細＝請求書一括発行

44

御社 / 発行元



運賃請求・経費管理なら

4
5

乗務員台帳
車両台帳
管理

一元管理 経費管理請求管理 収支管理傭車管理

デジタコ連動
オプション

簡易労務管理
オプション

受注・配車処理
オプション

配車Pro連
動

選べる運用

Wan

CloudStand
alone

各種帳票



みえる点検 まもる未来
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日常点検をスマホで
47



日常点検の詳細が分かる！

48



49

TUMIXコンプラ

TUMIXコンプラと連動（予定）

日常点検の時間管理をスマトラとTUMIXコンプラ連携でDX





タイガーならつなげるデジタル
51



52

今までは曖昧、これからは明細

負担は増える、でも逃げ道は減る

効率化するなら今！ DXしましょう！

5
2

だからこそ手作業のままは無理
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[対応エリア]

ご清聴ありがとうございました！
53

トラックメイト

首都圏営業本部
札幌支店
名古屋支店
大阪支店
広島支店
福岡支店

TEL 03-5283-7233
TEL 011-874-5195
TEL 052-961-9773
TEL 06-6201-3841
TEL 082-243-6361
TEL 092-281-5138
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